
◆認知症の症状があり、自宅で生活をしている40歳以上の方のうち、

次のいずれかに該当する方

・認知症の診断を受けていない

・医療や介護のサービスを受けていない、または中断している

・医療や介護のサービスを受けているが、認知症による症状が強く、

対応に困っている

認知症サポート医と専門知識を持つ、保健師、社会福祉士、

介護支援専門員等で構成されたチームで支援を行います。

認知症の方（疑いのある方）やそのご家族を訪問し、

相談に応じます。必要に応じて医療や介護サービスに

つなぐための集中的な支援を６か月を上限に行います。

「認知症」早期発見のめやす（市HP）はこちら



担当地区 名称 電話番号 所在地

玉津・西条・
神拝

西条市地域包括
支援センター
西条北部

0897-
55-5359

朔日市269番地1
（済生会西条病院内）

飯岡・大町・
神戸・加茂

西条市地域包括
支援センター
西条南部

0897-
55-0630

福武甲162番
（西条愛寿会病院横）

氷見・橘・
禎瑞・大保木・
小松地区全域

西条市地域包括
支援センター
西条西部・小松

0898-
52-8221

小松町新屋敷甲
496番地

（小松サービスセン
ター1階）

東予地区全域
西条市地域包括
支援センター
東予

0898-
66-5520

三芳1535番地1
（亀天会内）

丹原地区全域
西条市地域包括
支援センター
丹原

0898-
35-3427

丹原町池田
1733番地1

（丹原サービスセン
ター1階）

【支援のながれ】（例）
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【相談先】（西条市地域包括支援センター）

・認知症は、早期診断・早期対応が
大切です。

・まずは、お住まいの地区の
地域包括支援センターにお問い合わ

せください。
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